
◎出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律 
（平成二八年一一月二八日法律第八八号）   

一、提案理由（平成二八年四月一五日・衆議院法務委員会） 

○岩城国務大臣 

……………（略）…………… 

 それでは、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案につきまして、その趣

旨を御説明いたします。 

 近年、高齢化の進行等に伴い、質の高い介護に対する要請が高まる中、外国人留学生

が日本の高等教育機関を卒業し、介護福祉士の資格を取得した場合に国内での就労が可

能となるような制度をつくることが求められております。また、これまでの水際対策の

強化や摘発の推進等により、不法残留者は大幅に減少しましたが、他方で、虚偽申告や

虚偽文書の行使等によって身分や活動目的等を偽り、不正に在留資格を取得して在留す

る者などのいわゆる偽装滞在者の存在が問題となっております。 

 この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び

難民認定法の一部を改正するものであります。 

 この法律案の要点を申し上げます。 

 第一は、介護の業務に従事する外国人を受け入れるための新しい在留資格を創設する

ものであります。すなわち、我が国の介護福祉士の資格を有する外国人を対象とする介

護という名称の在留資格を設け、介護または介護の指導を行う業務に従事する活動を行

うことを可能とするものです。 

 第二は、いわゆる偽装滞在者の問題に対処するため、罰則の整備、在留資格取り消し

事由の拡充等の措置を講ずるものであります。すなわち、罰則の整備として、偽りその

他不正の手段により上陸の許可等を受ける行為及び営利の目的でそれらの行為の実行を

容易にする行為をした者に対する罰則を設けるほか、在留資格取り消し事由の拡充等と

して、正当な理由がないのに在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を

行いまたは行おうとしている外国人に対して、その在留資格を取り消すことができるよ

うにするとともに、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合には、

出国猶予期間を指定せず、直ちに退去強制手続に移行することとするものです。 

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院法務委員長報告（平成二八年一〇月二五日） 

○鈴木淳司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案は、介護の業務に従事する



外国人の受け入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設け

るほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた

者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取り消し事由の拡充等の措置を講じ

ようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 入管法改正案は、第百八十九回国会に提出され、第百九十回国会では、本年一月四日

本委員会に付託され、四月十五日提案理由の説明を聴取しました。 

 技能実習法案は、同月六日から質疑に入り、同月十五日からは、両案を議題とし、参

考人からの意見聴取、厚生労働委員会との連合審査会の開会、視察など、慎重に審査を

行いましたが、その後、継続審査に付されていたものであります。 

 今国会では、去る十月二十一日、提案理由の説明の聴取を省略した後、技能実習法案

に対し、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブ及び公明党の共同提案により、

技能実習計画の認定基準に技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬

の額と同等以上であることを明記すること等を内容とする修正案が提出され、提出者か

ら趣旨の説明を聴取し、両案及び修正案を一括して質疑を行い、質疑を終局しました。 

 次いで、両案及び修正案について討論、採決を行った結果、まず、技能実習法案につ

いて、修正案は全会一致、修正部分を除く原案は賛成多数をもって可決され、本案は修

正議決すべきものと決し、次に、入管法改正案について、賛成多数をもって原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年一〇月二一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 「正当な理由」を限定的に解釈するなど、恣意的な判断に基づき改正後の出入国管 

理及び難民認定法第二十二条の四第一項第五号が不当に適用されることがないよう、 

十分に留意すること。特に、実習実施者の人権侵害行為等により、やむを得ず一時的 

に実習を行うことができない技能実習生に対して、同号が不当に適用されることがな 

いよう、技能実習の実情等を十分に調査するなど慎重な運用を行うこと。 

二 同号に基づき在留資格を取り消した件数及びその事例の概要を公表すること。 

三 同法第七十条第一項第二号の二が難民その他の庇護を要する者に影響を与える可能 

性に鑑み、難民該当性に関する判断の要素及び人道配慮による保護対象の明確化など 

難民認定に係る制度の一層の透明性の向上を図ること。 

四 同法第七十四条の六の運用に当たっては、入国・在留手続の適正な支援業務に不当 

な介入が行われることがないよう、十分に留意すること。 

五 本法の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を踏まえ、必要があると認 

めるときは、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 



六 今後の外国人労働者の受入れの在り方について、国内人材の確保を前提としつつ、 

国民的コンセンサスを踏まえ、政府全体での総合的な検討を速やかに進めること。 

三、参議院法務委員長報告（平成二八年一一月一八日） 

○秋野公造君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案は、介護の業務に従事する

外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設ける

ほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者

等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消し事由の拡充等の措置を講じよう

とするものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、両法律案の提出の背景及び経

緯、現行の技能実習制度における労働関係法令違反及び人権侵害の実情、技能実習生の

ための母国語相談体制の更なる充実の必要性、監理団体、実習実施者及び送り出し機関

の適正化の方策、外国人技能実習機構の体制と同機構による実地検査の内容、技能実習

生の失踪の実情と偽装滞在者対策、介護業務で必要とされる技能実習生の日本語能力と

その修得への課題等について質疑が行われたほか、技能実習生や経済連携協定による介

護福祉士候補者を受け入れている事業所への視察、参考人からの意見聴取、厚生労働委

員会との連合審査会の開催など、幅広い審査を行いましたが、その詳細は会議録によっ

て御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員、沖縄の風

を代表して糸数委員より、それぞれ両法律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年一一月一七日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 「正当な理由」を限定的に解釈するなど、恣意的な判断に基づき改正後の出入国管

理及び難民認定法第二十二条の四第一項第五号が不当に適用されることがないよう、

十分に留意すること。特に、実習実施者の人権侵害行為等により、やむを得ず一時的

に実習を行うことができない技能実習生に対して、同号が不当に適用されることがな

いよう、技能実習の実情等を十分に調査するなど慎重な運用を行うこと。 

二 同号に基づき在留資格を取り消した件数及びその事例の概要を公表すること。 

三 同法第二十二条の四第二項に基づいて意見を聴取する際には、意見を聴取する入国 

審査官は、在留資格の取消しの対象とされる外国人に及ぼす影響の大きさを十分に考 



慮するとともに、その外国人の置かれた生活実態等に配慮して、聴取の期日及び場所 

を定め、通訳の配置等を行うこと。 

四 同法第七十条第一項第二号の二の運用に当たっては、難民その他の者の庇護の国際 

的重要性に鑑み、日本に庇護を求めることを躊躇させないよう、留意すること。 

五 難民該当性に関する判断の要素及び人道配慮による保護対象の明確化など難民認定 

に係る制度の一層の透明性の向上を図ること。 

六 同法第七十四条の六の運用に当たっては、入国・在留手続の適正な支援業務に不当 

な介入が行われることがないよう、十分に留意すること。 

七 新たな在留資格「介護」の創設については、介護人材として中・長期に日本に滞在 

し、能力を発揮する外国人介護労働者が増加する可能性に鑑み、社会保障制度の適用 

や生活上の問題への対応など、日本語能力の向上を含めて、地域における職業上、生 

活上の支援が確実に行われるよう、政府は関係機関と連携して必要な施策を講ずるこ 

と。 

八 本法の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を踏まえ、必要があると認 

めるときは、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 

九 今後の外国人労働者の受入れの在り方について、国内人材の確保を前提としつつ、 

国民的コンセンサスを踏まえ、政府全体での総合的な検討を速やかに進めること。 

  右決議する。 


